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2026 年度 学生活動サポート助成 実施要項 

 

2026年 4月 17日 学生サポート委員会 

 

1. 学生活動サポート助成について 

1-1．活動の趣旨 

キャリアデザイン学部の理念に基づき、キャリアデザイン学およびキャリアデザインの実践を発展させる、以下

の条件をすべて満たす活動・研究に対して、その活動にかかる費用の一部を助成する。 

（１）学生主体の活動であること１) 

（２）法政大学キャリアデザイン学部の外部にある個人や団体等と協働・連携し、社会に貢献する社会的活動で

あること 

（３）活動の受益者が活動の当事者（団体）に限定されていないこと 

（４）活動の成果を広く社会に公開できるものであること２) 

１）教員が学生の活動に対して助言等をおこなうことは妨げない。 

２）年度末に提出する実績報告書以外にも何らかの形で活動成果の発信を行うことが望ましい。 

 

1-2．助成対象の活動 

助成活動例：（下の例以外の活動も条件を満たせば助成対象です） 

小学生～大学生に対するキャリア支援・キャリア教育活動／地域のまちおこし・まちづくり活動／企業と協働した

商品開発／企業や地域・自治体等と協働したイベント開催／起業／人々のライフキャリア支援の活動／企業や国

内外の地域等と連携したボランティア活動／多文化共生のための社会活動／文化芸能の継承や発展のための活動

／格差是正に向けた社会活動 

 

1-3．助成金額について 

・1 件につき 5 千円～12 万円（かかった経費の最大 80％）。 

・予算書の作成および実施にあたっては、なるべく経費を削減するよう工夫すること（例：報告書を電

子化することで印刷費を削減する、物品はなるべく自前のものを用いる 等）。 

・経済的利益を得る活動に関しては、経費は得られた利益から算出し、不足する場合に助成する。 

・助成総額は 140万円程度であり申請多数の場合は助成額を調整する。 

 

1-4．助成対象となる経費  

1) 基本的な考え方 

 ＊経費が助成対象となるかどうかわからないときには事前に相談すること。 

①企画の申請書に記載の目的に直接関連した経費であること 

②企画遂行上、必要不可欠であるもの（他の安価な物品で代替可能なもの、学生が通常の学生生活で所持してい

ると考えられるスマートフォンやPCなどは対象外） 

③活動の成果が活動団体内に限定されず、社会貢献に繋がるものであること 

④領収書（3000円以下はレシート可）が提出できるもの 
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2) 2026年度に支出のあったもの（当該の支出と証憑書類の日付が2026年度中のものであること）。 

3) 支出可能／不可能な具体的費目（基本的な考え方を原則とする）➡本要項末の「助成対象費目」を参照の

こと 

 

2. 学生活動サポート助成の応募方法 

2-1．応募資格（①～④すべてを満たすこと） 

①申請者は法政大学キャリアデザイン学部の学生を企画代表者とする「企画団体」を立ち上げること（1名の企

画であっても団体とみなす）。 

②企画団体の構成員の半数以上がキャリアデザイン学部の学生（休学中の学生は含まない）であること。 

③企画団体に所属する学生は企画に十分なエフォートを割けること。 

④応募時から企画団体の構成員が変更した場合には実績報告書の時点で申し出ること。なお過半数以上の変更

は認めない。また、企画代表者の変更は原則として認めない。 

 

2-2．実施方法 

・本年度は第一期（6月）、第二期（10月）の2回、応募期間を設ける（「2-3．応募方法」を参照）。 

・企画団体は、活動の目的・計画等について、所定の書式に沿って書類を作成したうえで応募し、第一次（事前）

審査を経て助成の許可を得る。 

・助成金は原則として立替払いとする。企画団体は年度末に実績報告および会計報告をおこなう。学生サポート委

員会はこれを精査し、必要と認められた経費を助成する。 

・年度末より前に資金が必要な活動に関しては、必要になった時点で学生サポート委員会に申請をし、認められれ

ば、その時点で資金を得ることができる。ただし、年度末の会計報告にて、不要と判断された助成金の返還を求

められることがある。求められた場合は速やかにこれに従う義務がある。 

・2月26日（金)までに実績報告書・会計報告書を提出し、その実績に基づいて第二次（事後）審査を経て助成額

が決定、支払われる（「3. 学生活動サポート助成に応募した後の流れ」を参照）。 

 

2-3．応募方法 

  応募用紙：申請書および予算案（兼会計報告書）をキャリアデザイン学部Web掲示板からダウンロードする。 

URL: https://gakububbs.hosei.ac.jp/cd/class/260424_01 

 

・提出形式：①応募用紙（※Wordファイルのまま提出） 

②予算案（※Excelファイルのまま提出） 

ファイル名はそれぞれ以下のとおりとし、必ず企画代表者が提出すること。 

例：2026_26M9999_法政みらい_応募用紙.docx 

  2026_26M9999_法政みらい_予算案.xlsx 

 

・提出先（Googleフォーム）： https://forms.gle/gdhMSVxmr6SzwfCW7 （要統合認証ログイン） 

 

応募期限：第一期応募締切  6月30日（火）【午後4時厳守】 

第二期応募締切  10月13日（火）【午後4時厳守】 

https://gakububbs.hosei.ac.jp/cd/class/260424_01
https://forms.gle/gdhMSVxmr6SzwfCW7
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2-4．第一次（事前）審査 

・キャリアデザイン学部学生サポート委員会、および教授会が、応募書類に関して、 

（１）助成の趣旨との合致や企画の意義 

（２）企画の独自性・具体性と実現可能性、およびその根拠 

（３）企画者・参加者数と予想される成果の大きさ 

（４）企画者・対象の学年進度に応じた内容とその水準 

に基づき厳正に審査する。 

なお、ゼミ内で立ち上げた企画団体であり、同ゼミ内で「同時期あるいは近接した時期」に「同一の実施地（市

区町村）」で活動を行う企画団体が他にある場合、それぞれが別個の企画であることが明確でなくてはならない。 

・第一次審査選考結果は学生サポート委員会、教授会の審査を経て、応募後1カ月以内をめどに通知する。 

 

 

3. 学生活動サポート助成に応募した後の流れ（※重要） 

3-1．報告書作成と提出方法 

提出物：「実績報告書」、「会計報告書」、「領収書またはレシート」 

・実績報告書の様式は学部Web掲示板（申請書と同じ）からダウンロードすること。 

・会計報告書作成時の諸注意：会計報告書に合わせてレシート（3000円以下）・領収書を提出すること。 

・会計報告書の様式は申請時の「予算案・会計報告書」に沿うこと。 

・実績報告書とあわせて、動画作成・提出を推奨する（Google フォームでの提出）。動画の提出は必須で

はないが、最終的に助成額で調整が必要になったときに、プラス査定として利用する。また提出され

た動画は学部 HP に掲載し、学部の PR に利用する。 

・希望がある場合、キャリア情報ルーム（大内山校舎3F）のロッカーを貸出可能。 

 

■ 提出方法と提出先（合計3点）： 

① 実績報告書（※Wordファイルのまま提出） 

② 会計報告書（※Excelファイルのまま提出） 

 

 Googleフォームでの提出：https://forms.gle/gdhMSVxmr6SzwfCW7 （要統合認証ログイン） 

ファイル名はそれぞれ以下のとおりとし、必ず企画代表者が提出すること。 

例：2026_26M9999_法政みらい_応募用紙.docx 

  2026_26M9999_法政みらい_予算案.xlsx 

＜注意点＞ 

後述の「3-3．実績報告書作成にあたっての注意事項」をよく確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/gdhMSVxmr6SzwfCW7
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③ 領収書 

 

  所定様式に貼り付けてキャリアデザイン学部窓口（大内山校舎1F）まで持参 

  ＜注意点＞ 

領収書の宛名には「法政大学キャリアデザイン学部」を入れること。 

良い例 

「法政大学キャリアデザイン学部」 

「法政大学キャリアデザイン学部〇〇ゼミ」 

「法政大学キャリアデザイン学部 法政みらい（個人名）」 

認められない例 

「法政みらい（個人名）」 ※ゼミ生の個人名のみが記載されている 

「法政大学〇〇ゼミ」   ※キャリアデザイン学部の記載がない 

「上様」 

 

■ 提出期限：2027年2月26日（金）午後4時（※厳守） 

 ※締切後にも活動を継続し経費が発生する場合には 2月 18日（木）までに学生サポート委員会に申し出ること

（様式等自由。メールで連絡）。 

 

3-2．第二次（事後）審査 

・キャリアデザイン学部学生サポート委員会、および教授会が、提出された報告書類に関して、  

（1）応募時に記載された趣旨と実績の適合性、（2）実績、（3）経費の妥当性に関して厳正に審査し、助成額を決

定する。 

・第二次審査にあたって、学生サポート委員会は、団体メンバーに対し、面接を実施することがある。 

・助成額は決定次第可及的速やかに企画代表者に通知する。 

 

3-3．実績報告書作成にあたっての注意事項 

・実績報告書は法政大学キャリアデザイン学会誌『生涯学習とキャリアデザイン』に掲載することを考慮し、十分

に推敲すること。 

・実施内容は、趣旨に変更がなければ、応募時の計画から軽微な変更があってもかまわない。 

・自然災害等やむを得ない事情によって計画に大幅な変更（趣旨の変更及び予算の半額以上の使途変更）が生じる

場合は、学生サポート委員会に申し出ること。 

・助成を辞退する場合は、実績報告書・会計報告書の提出期日までに、上記の Google フォーム及び下記

のキャリアデザイン学部学生サポート委員会へ、所定の「辞退届」を必ず提出すること。辞退届の提

出が無かった場合は、当該団体の代表者が関与する活動について、次年度は審査対象外とする。辞退

届の様式は学部 Web 掲示板（申請書と同じ）からダウンロードする。 
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4. 問い合わせ 

・問い合わせ先：キャリアデザイン学部学生サポート委員会 

       メールアドレス：knakata[AT]hosei.ac.jp（仲田康一） ※[AT]を@に変換 

・主催：法政大学キャリアデザイン学部・法政大学キャリアデザイン学会 

＊次の場合は、必ず連絡をし、可否の判断を受けてください。 

・自然災害や感染症などによって企画の趣旨や内容に大幅な変更が必要になった場合（計画の軽微な変更は連

絡不要） 

・企画団体メンバー外に一部の業務を委託する場合  



6 

 

助成対象費目一覧 

 

【物品費（文房具、電子機器、ソフト、〔電子〕書籍等）】 

・助成期間が過ぎても残る物品に関しては、その物品の必要性を示す理由書、および 2 年間の保管先を

添付すること。（2年の間に抜き打ちで管理資産の提出を求められることがある） 

〔認められないもの〕 

・パソコン、プリンター、ビデオカメラなど大学の備品で代替可能なもの 

・スマートフォンなど学生生活ですでに所持していると考えられるもの 

・同一物品の複数購入（理由がある場合は添付のこと。なお消しゴム等のように使用によって消耗する

物品の複数購入は可能） 

 

【交通費】 

・最安または最短の旅程の交通費 

・航空券料金、高速バス利用全般、電車利用の場合 70km 以上、または特急など特別料金がかかる場合

は便名のわかる領収書を添付すること（路線バスや 70km 未満等近距離の場合は領収書不要。なお IC

カード利用料金適用） 

・タクシー代（公共交通機関がなくやむを得ない場合） 

・レンタカー代（レンタカーが必要な理由を明記すること） 

・ガソリン代（レンタカーを利用した際のガソリン代。自家用車使用の場合は不可） 

〔認められないもの〕 

・航空券のビジネス・ファーストクラス、新幹線のグリーン車など最安料金でないもの 

・定期券内の交通費（大学または自宅から計算し、最安の料金が助成対象） 

 

【宿泊費】 

・上限 1 人あたり 1 泊 10000 円の素泊まり料金 

〔認められないもの〕 

・食事代 

・入湯税 

 

【謝礼】 

・謝礼品（菓子類等）の場合は 3000 円程度まで可能。 

〔認められないもの〕 

・個人（企画団体メンバーを含む）への人件費・謝金 

 

【印刷費】 

・プリンター使用料金 

・コピー代 
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・製本代 

 

【通信・運搬費】 

・通信ネットワークサービス（Zoom等）のアカウント料やクラウトサービス、ソフトウェアライセンス

利用料 

・切手代（郵送先と郵送物品を明記のこと） 

〔認められないもの〕 

・携帯電話などの利用料金 

 

【シンポジウム等の参加費・施設への入館料等】 

・学会、シンポジウム参加費（企画団体が発表する等、参加する必要性が証明できるもの） 

・史料施設等への入館料（明細のわかる資料を添付） 

〔認められないもの〕 

・観光目的のもの 

・企画と直接関係のないもの 

 

【会議・会合費・飲食費】 

※「会議や研究会等の会合を開いた際の報告書」を会計報告書とあわせて Google フォームで提出する

こと（様式は学部 Web掲示板からダウンロード）。 

・会場借料（会議や会合の内容、参加者リスト、例えば開催通知やプログラムなどを提出） 

・企画団体メンバー以外の人との会議会合等における茶、菓子代等（1人あたりの経費上限 1000 円） 

〔認められないもの〕 

・懇親会費用 

・アルコール飲料代 

 

【業務委託費】 

・業者（株式会社・NPO 法人などの法人に限る）に依頼した業務（支払いが認められるかどうか、事前

に要相談。成果物を確認することがあります。） 

 

【その他】 

・経費が助成対象となるかどうかわからないときには事前に相談すること。 


